国有財産法第３条第２項に規定する行政財産

１．貸し付けようとする国有財産（国有港湾施設）
(1)名 称 (2)構 造 (3)数 量 (4)価 格

２．貸付対象のうち国有財産（国有港湾施設）の範囲

３．港湾管理者の予定収入

４．その他参考となるべき事項

５．添付書類
(1)位置図 (2)平面図 (3)構造図 (4)求積図 (5)その他参考図
